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【
募
集
内
容
】
特
別
支
援
教
育
支
援
員
１
人

【
職
務
内
容
】
児
童
生
徒
の
学
習
活
動
な

ど
の
サ
ポ
ー
ト

【
募
集
期
間
】
３
月
15
日
㈮
ま
で

【
勤
務
地
】
町
内
小
学
校
内

【
勤
務
時
間
】
1
日
５
時
間
30
分

【
応
募
条
件
】
保
育
士
、
幼
稚
園
、
小
中

学
校
、
高
等
学
校
、
い
ず
れ
か
の
教
諭
と

な
る
資
格
の
あ
る
方
、
ま
た
は
子
育
て
に

か
か
る
深
い
知
識
と
豊
か
な
経
験
を
持
ち

熱
意
と
関
心
の
あ
る
方

【
選
考
方
法
】
書
類
審
査
、
面
接

【
面
接
日
】
３
月
19
日
㈫

【
提
出
書
類
】
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）

※
健
康
診
断
書
を
任
用
決
定
後
に
提
出

【
任
用
予
定
】
平
成
25
年
４
月
１
日

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
町
教
育
委

員
会
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
６
０
９
３

　

国
税
専
門
官
と
は
、
国
税
局
や
税
務
署

に
お
い
て
税
務
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し

て
法
律
・
経
済
・
会
計
な
ど
の
専
門
知
識

を
駆
使
し
、
租
税
収
入
を
確
保
す
る
た
め

の
事
務
を
行
い
ま
す
。

【
受
験
資
格
】
▽
昭
和
58
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
４
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者
▽
平

成
４
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
者
で
大

学
を
卒
業
し
た
者
、
及
び
平
成
26
年
３
月

ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
ま

た
は
人
事
院
が
大
学
卒
業
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
者

【
申
し
込
み
】
原
則
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

【
受
付
期
間
】
▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
４
月

１
日
㈪
午
前
９
時
～
11
日
㈭　

▽
郵
送
時

４
月
１
日
㈪
～
４
月
２
日
㈫（
消
印
有
効
）

※
受
験
案
内
は
鰍
沢
税
務
署
、
ま
た
は
人

事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
［http://w

w
w

.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm

］

【
試
験
日
】
▽
第
１
次
試
験
６
月
９
日
㈰

▽
第
２
次
試
験
７
月
16
日
㈫
～
７
月
23
日

㈫
の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日
時

【
問
い
合
わ
せ
】
鰍
沢
税
務
署
総
務
課
☎

０
５
５
６
（
22
）
３
１
９
１
内
線
12

　

労
働
基
準
監
督
官
は
、
労
働
基
準
関
係

法
令
に
基
づ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
場
に

立
入
り
、
事
業
主
に
法
に
定
め
る
基
準
を

順
守
さ
せ
、
労
働
条
件
の
向
上
を
図
る
こ

と
を
任
務
と
す
る
国
家
公
務
員
で
す
。

　

労
働
基
準
監
督
官
は
、
毎
年
、
人
事
院
、

厚
生
労
働
省
が
実
施
す
る
採
用
試
験
の
合

格
者
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
申
し
込
み
期
間
】
４
月
１
日
㈪
午
前
９

時
～
11
日
㈭
（
原
則
と
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
お
申
込
み
下
さ
いhttp://

w
w

w
.jinji-shiken.go.jp/juken.htm

l

）

※
郵
送
、
持
参
の
場
合
は
４
月
１
日
㈪
～

月
２
日
㈫
（
消
印
有
効
）

【
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
労
働
局
労
働
基

準
部
監
督
課
☎
０
５
５
（
２
２
５
）

２
８
５
３

　

町
で
は
、
町
有
住
宅
市
川
団
地
の
入
居

者
を
募
集
し
ま
す
。

▽
町
有
住
宅
市
川
団
地
（
富
士
見
地
区
）

【
募
集
戸
数
】
２
Ｋ
（
２
戸
）

【
建
築
年
】
昭
和
47
年

【
家
賃
】
月
額
１
５
，
０
０
０
円

【
入
居
資
格
】
▽
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る

方　

▽
町
税
等
の
滞
納
が
な
く
独
立
の
生

計
を
営
む
方
な
ど

【
募
集
期
間
】
３
月
5
日
㈫
～
19
日
㈫
（
平

日
午
前
8
時
30
分
～
正
午
・
午
後
1
時
～

5
時
）
※
入
居
は
３
月
下
旬
か
ら

【
申
込
方
法
】
必
要
書
類
に
所
要
事
項
を

記
入
し
、
本
人
ま
た
は
申
し
込
み
事
情
を

詳
し
く
説
明
で
き
る
方
が
町
建
設
課
ま
で

持
参
し
て
下
さ
い

【
選
考
方
法
】
市
川
三
郷
町
有
住
宅
管
理

条
例
の
規
定
に
よ
る

【
問
い
合
わ
せ
】
町
建
設
課
町
営
住
宅
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
６
０
９
０

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
で
は
、
全
国
統
一

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
（
ひ
ま
わ
り
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
）
の
運
用
開
始
を
記
念
し
て
次
の
と
お

り
無
料
法
律
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

【
日
時
】
３
月
９
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～

４
時
30
分
（
受
付
は
午
後
１
時
15
分
～
３

時
30
分
）

【
場
所
】
山
梨
県
弁
護
士
会
（
甲
府
市
中

央
１
―
８
―
７
）

【
相
談
内
容
】
離
婚
、
相
続
、
交
通
事
故
、

契
約
の
ト
ラ
ブ
ル
、
債
務
整
理
、
過
払
い

金
の
請
求
な
ど
弁
護
士
に
相
談
し
た
い
こ

と
が
あ
れ
ば
何
で
も
お
受
け
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
県
弁
護
士
会
☎

０
５
５
（
２
３
５
）
７
２
０
２

　

山
梨
県
障
害
者
相
談
所
で
は
身
体
に
障

害
の
あ
る
方
に
対
し
、
専
門
職
員
に
よ
る

巡
回
相
談
を
行
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

【
日
時
】
３
月
６
日
㈬
午
前
10
時
か
ら
正

午
（
原
則
予
約
制
・
当
日
は
受
付
順
）

【
会
場
】
六
郷
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
１
階

高
齢
者
活
動
室

【
相
談
内
容
】
▽
補
装
具
に
関
す
る
相
談

▽
補
装
具
費
支
給
に
か
か
わ
る
医
学
的
判

定
▽
就
職
に
関
す
る
相
談
▽
そ
の
他

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験山

梨
労
働
局

平
成
25
年
度
国
税
専
門
官
募
集

鰍
沢
税
務
署

無
料
法
律
相
談
会日

本
弁
護
士
連
合
会

特
別
支
援
教
育
支
援
員
募
集

町
教
育
委
員
会

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

山
梨
県
障
害
者
相
談
所

日本弁護士連合会
■全国統一ナビダイヤル

（ひまわりナビダイヤル）
弁護士を必要とする方がより便利にアク

セスできます。

☎０５７０（７８３）１１０
この番号に電話することで、最寄り
の弁護士会の法律センターに着信し、
具体的な相談の受付をすることがで
きます。

町
有
住
宅
市
川
団
地
入
居
者
募
集

町
建
設
課



　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
で

は
、
農
業
後
継
者
や
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
、
新

規
参
入
者
な
ど
、
就
農
希
望
者
を
対
象
と

し
た
職
業
訓
練
「
農
業
科
」
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

　

果
樹
コ
ー
ス
及
び
野
菜
コ
ー
ス
で
は
９

カ
月
の
訓
練
期
間
の
中
で
、
栽
培
・
経
営

に
関
す
る
講
義
や
圃
場
実
習
に
よ
り
農
業

経
営
の
基
礎
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
先

進
農
家
な
ど
で
の
農
家
実
習
を
通
じ
て
実

際
の
営
農
、
実
践
的
な
技
術
を
学
び
、
農

業
経
営
者
に
必
要
と
な
る
能
力
を
身
に
付

け
ま
す
。（
訓
練
期
間
中
は
、
雇
用
保
険

の
受
給
資
格
者
に
は
雇
用
保
険
基
本
手
当

な
ど
が
支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

こ
の
ほ
か
、
就
農
を
検
討
し
て
い
る
他

産
業
従
事
者
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
休
日

を
利
用
し
て
農
作
業
を
体
験
す
る
「
就
農

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
塾
」も
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
農
業
大
学
校
（
研
修
課
）

☎
０
５
５
１
（
32
）
２
２
６
９
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※
18
歳
以
上
で
身
体
に
障
害
の
あ
る
方
の

ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
福
祉
支
援
課
福
祉
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
６

　

お
子
さ
ま
の
「
き
こ
え
」「
こ
と
ば
」

で
少
し
で
も
不
安
の
あ
る
方
、
専
門
の
教

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
電
話
や
メ
ー
ル

で
の
相
談
も
受
け
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

※
費
用
は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん

※
こ
の
相
談
会
は
ろ
う
学
校
入
学
と
は
関

係
あ
り
ま
せ
ん

【
日
時
】
３
月
17
日
㈰
・
18
日
㈪
午
前
９

時
～
午
後
５
時

【
場
所
】
県
立
ろ
う
学
校

【
対
象
】
０
歳
児
か
ら
大
学
生
ま
で

【
相
談
内
容
】
▽
「
き
こ
え
」
と
「
こ
と
ば
」

に
関
す
る
悩
み
▽
「
き
こ
え
」
と
「
こ
と

ば
」
に
不
安
の
あ
る
子
ど
も
と
の
か
か
わ

り
方
▽
「
き
こ
え
」
と
「
こ
と
ば
」
に
不

安
の
あ
る
子
ど
も
の
生
活
や
学
習
▽
聴
力

測
定
▽
補
聴
器
相
談

【
申
込
方
法
】
３
月
13
日
㈬
午
後
５
時
ま

で
に
電
話
で
日
時
を
予
約
し
て
下
さ
い
。

※
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
相
談
も
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
相
談
期
間
中
は

ご
遠
慮
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
ろ
う
学
校
「
き
こ
え
と

こ
と
ば
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」（
手
塚
）

☎
０
５
５
３
（
22
）
１
３
７
８

就
農
希
望
者
職
業
訓
練

山
梨
県
立
農
業
大
学
校

「
き
こ
え
」と「
こ
と
ば
」の
相
談
会

山
梨
県
立
ろ
う
学
校

都市計画税の課税の特例を２年間延長
平成 25 ～ 26 年　税率 0.1/100

■４月からの整形外科診療体制

診療日 医師 診療時間

月曜日（予約制） 斉藤先生 午後１時から４時まで

火曜日（予約制） 波呂先生 午後１時から４時まで

水曜日（予約制） 市川先生 午後１時から４時まで

４月から町立病院の整形外科の診療体制が変わります
■診療日は月曜・火曜・水曜の午後になります

※詳細は、病院事務局か院内情報４月号にてご確認下さい。
【問い合わせ】市川三郷町立病院☎ 055-272-3000

山梨県老人医療費助成制度が
廃止されます

廃止に伴い２年間の経過措置が設けられます

　山梨県では 68 ～ 69 歳で町民税非課税世帯の方
を対象に、医療費を助成していましたが、今年度限
り（平成 25 年３月 31 日まで）で廃止となります。
　しかし、平成 25 年４月１日から平成 27 年３月 31
日までの２年間は経過措置を設けており、次の対象
者にかぎり、医療費の助成を受けることができます。
■対象者
　昭和２０年３月３１日以前生まれの町民税非課税世
帯員で、平成 25 年３月 31 日時点で老人医療費受給
者証の交付を受けている方
※ 70 歳に達する月の末日まで有効
※経過措置期間中は措置対象者のみ、受給者証の
更新ができます。
■助成の対象となる診療期間
　対象者ごとに対象となる期間は異なりますが、最
長で平成 27 年３月 31 日診療分まで対象となります。
※診療を受けた日から起算して２年間は、助成金の
申請ができます。
■問い合わせ
町町民課国保年金係☎ 055-272-1105

　

本
町
で
は
、
町
内
の
都
市
計

画
区
域
内
の
土
地
や
家
屋
に
都

市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
の
都
市
計
画
税
の
税
率

は
１
０
０
分
の
０
・
２
で
す
。
し

か
し
経
済
情
勢
を
考
慮
し
納
税

者
の
負
担
軽
減
を
考
え
、
平
成

23
～
24
年
度
は
税
率
を
１
０
０

分
の
０
・
１
と
す
る
課
税
の
特
例

を
条
例
で
定
め
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
で
こ
の
課
税
の
特
例

期
限
が
終
了
し
ま
す
が
、
依
然

と
し
て
経
済
情
勢
は
厳
し
く
、

町
民
の
生
活
に
も
大
き
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
25

～
26
年
度
の
２
年
間
の
税
率
も

引
き
続
き
１
０
０
分
の
０
・
１
で

課
税
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
税
務
課
資

産
税
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）

１
１
０
４



　各小学校では工夫を凝らした卒業制作が行われています。六
郷小では六郷印章業連合組合から講師を招き、卒業制作の書に
捺印する各自の名前のはんこを制作しました（写真上）。また
市川小では市川和紙技術研究会の指導で、手漉き和紙の卒業証
書づくりを行いました（写真下）。両小学校とも毎年恒例の行事
のため、この中から未来の匠が生まれてくるかもしれませんね。

六年間の想いを込めて　   市川小と六郷小で卒業制作

地域の話題や情報をお寄せ下さい
総務課広聴広報係☎ 055-272-1101

文殊大賞に戸田悠美さん
三珠文殊県下書道展

　今年で 66 回目となり長い歴史を持つ
町教育委員会主催「三珠文殊県下書道
展」では、町内外から 1,190 点が出品
され、最高賞の文殊大賞には三珠中学
校３年生の戸田悠美さん（写真）が輝き
ました。表彰式に出席した悠美さんは「大
賞をとるのが小さいころからの夢だった
ので、とてもうれしい。先生や仲間たち
がいたから、今まで書道を続けられた。
感謝の気持ちでいっぱいです」と喜び
を表現してくれました。

【種別優勝チーム】

一般の部　山梨学院大学サテライトＡ
　２時間 24 分 13 分

壮年の部　甲斐市駅伝クラブＡ
　２時間 45 分 24 秒

写真・ゴールする各チームのアンカ
ーたち（上段右から順位順）
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正解者５名の方に抽選で記
念品を差し上げます。

（記念品は月によって内容が
変わる場合があります。ご了
承下さい）

（必要事項が明記されていない場合
は、対象からはずさせていただき
ます）

クイズに答えて記念品をゲット！

対応する携帯電話などで読みとると、
本町のメールアドレスを表示します

〈メルアドＱＲコード〉

■先月号の答え

　「町で策定を進めている計画は？」
の答えは②番の「市川三郷町食育推進

計画」が正解でした。食は私たちの体
と心を育む基本です。食に対する知識
や興味を、もっと持ち続けていたいも
のですね。
　おめでとうございます。次の方が当
選されました。記念品をお贈りします。
渡辺はる江さん、オーちゃんさん、

元気なばあばさん、くろさわばーば

さん、三珠のばばさん

①  町立病院改革プラン
②  町立病院猛烈改革プラン
③  町立病院印度化改革プラン

ハガキまたはメールで、クイズの答え、住
所、氏名及びペンネーム、年齢、電話番
号、広報の感想や町への意見を書き〒
409-3601 市川三郷町 市川大門 1790-3
市川三郷町役場総務課広聴広報係まで
ご応募下さい。
ims1790@town.ichikawamisato.
yamanashi.jp

（締切）３月 18 日必着

《問題》
〜ヒントは広報紙の中に〜

　町立病院の経営効率化を推進するた
めに策定したプランは次のうちどれ？

　２月１日、市川大門町民会館にて悪質商法の被害を未然に防
ぐため、出前講座を開催しました。三珠えがりての会では『電
話にだまされない』などの会話劇を、また県県民生活センター
相談員の松谷ゆかりさんを迎えて『消費者をねらう悪質商法の
手口と対処法』と題した講演会を行いました。最後に町消費生
活研究会で、オレオレ詐欺などの対処法を紙芝居でわかりやす
く解説しました（写真上）。もりだくさんの内容に参加者の一
人は「自分だけは騙されないと思っていたけど、具体例を含め
た内容で詐欺の怖さや、手口の巧妙さをよく知ることができた」
と改めて身を引き締めていました。
　本誌不定期掲載の「見守り新鮮情報」（本号Ｐ７）でも、消
費者被害情報を提供しています。ぜひご覧下さい。

高齢者をねらう悪質商法にご用心
悪質商法被害防止出前講座

　２月 10 日、第 63 回富士川駅伝競走大会が開催されました。
もともと西八代郡縦断駅伝競走大会として古い歴史と伝統が
あり、県内屈指の駅伝大会です。今回は町内の３チームを含
む 37 チームが参加。スタート地点のみたまの湯から、身延
町総合文化会館をゴールとする全 46.3㎞で健脚を競い合い
ました。風もなく穏やかな気候に恵まれたこの日、ランナー
たちは富士川路を力強く走り抜けて行きました。

冬の富士川路を 37 チーム 185 人が快走
第 63回富士川駅伝競走大会
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■３/ ５㈫ 三珠健康管理センター１階機能訓練室
■３/13 ㈬ 六郷ふれあいセンター
■３/21 ㈭ 市川大門町民会館１階保健室

【受付時間】午前 10 時（時間厳守）
　※発行にはおおよそ２時間かかります。

【持ち物】印鑑
　※発行は原則として直接本人に限ります。
　※お急ぎの方は子育て支援係までご連絡下さい。

～　母子健康手帳の発行　～

※貯筋教室とヘルスアップ教室の日程はイベントカレンダーをご覧下さい

■□■２種混合（ジフテリア破傷風混合ワクチン）
【対象者】H12. ４. ２～ H13. ４.１生まれ（小学校６年）
【接種期間】H25. ３.31 まで
※小学校卒業までに接種して下さい。

■□■麻しん、風しん（ＭＲ）
【対象者・接種期間】

１期▷１歳以上２歳未満（２歳の誕生日の２日前まで）
２期▷ H18.4.2 ～ H19.4.1《年長》（H25.3.31 まで）
３期▷ H11.4.2 ～ H12.4.1《中１》（H25.3.31 まで）
４期▷ H6.4.2 ～ H7.4.1《高校３年生の年齢相当の方》
　　　（H25.3.31 まで）
※ H25.4.1 以降の２〜４期の接種は、全額自己負担と

なります。早めの接種をお願いします。

■□■４種混合ワクチン
【対象者】生後３カ月から 90 カ月までの児で３種混合、

ポリオワクチンをいずれも１回も接種していない方
【接種方法】１期初回：20 日から 56 日までの間隔を

あけて３回　１期追加：１期初回３回目終了後６カ月
以上の間隔をおいて１回
※対象の方には 10 月下旬に通知しています。
※４種混合ワクチンが不足している状況です。今年度
末までには十分量が供給される予定ですが、しばらく

の間、ワクチンが足りない状況が続く見込みです。４
種混合ワクチンが接種できない方（特に８月生まれ前
の方）は、百日せきによる重症化が懸念されるため、
医師と相談して３種混合ワクチンと単独の不活化ポリ
オワクチンを接種していただくようご協力をお願いし
ます。特に乳幼児は、百日せきが重症化するおそれ
があるため、できるだけ早く４種混合、または３種混
合ワクチンを接種する必要があります。
■□■肺炎球菌ワクチン予防接種

【対象者】▷ 65 歳以上で初めて受ける方、または前回
の接種から５年以上経過している希望者▷ 60 ～ 64
歳で障害者手帳１級取得者）

【料金】１回の接種につき 4,000 円が助成されます。
差額の 4,520 円が自己負担になります。
※接種を希望する方はいきいき健康課にお申し込み下
さい。
■□■子宮頸がん予防ワクチン

【対象者】H6.4.2 ～ H12.4.1 生まれの女子
【助成期間】H25.3.31 まで

※町内医療機関での接種のみ助成対象になります。
■□■ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン

【助成期間】H25.3.31 まで

～　予防接種　～

【日時】３/19 ㈫ 午前 10 時～正午
【場所】市川大門町民会館２階調理室
【対象】おおむね妊娠 5 カ月以降の妊婦

　　　 お子さんが生後 5 カ月未満の方
【内容】離乳食実習と試食
【持ち物】エプロン ・ 筆記用具 ・ 母子健康手帳

※ 参加希望者は３/12 ㈫ までにお申し込み下さい。
※ 託児を希望される方は、申し込みの際に必ず「 託

児希望 」 とお伝え下さい。
【申し込み・問い合わせ】いきいき健康課子育て支援係

～ 離乳食教室 ～

　市川地区の方を対象とした住民健診が５月に
行われます。
※申し込みは３月４日 ㈪ までです。
※ 申込書は全員（受けない方も）が提出して下

さい。
※ 三珠地区、六郷地区の皆様には５月下旬頃発

送します。

市川地区住民健康診断

〜 あなたも禁煙にチャレンジしてみませんか 〜

ご家族の方でも参加可能です

【日時】３/15 ㈮ 午後７時 ~ ８時 30 分
【場所】市川大門町民会館２階視聴覚室
※申し込み制です。３月８日㈮までにいきいき健康課

までお申込み下さい。参加費無料。

【申し込み・問い合わせ】いきいき健康課健康増進係

～ 禁煙教室 ～



　みなさんは、人の話をしっかり聴いています
か？家族、友達、恋人、夫婦、兄弟、同僚 etc…、
仕事やプライベート、家族団らん、何かにつけ
人の話を聴く場面は多くあります。
　ただ単に「聞く」のではなく、「聴く」こと「聴
き上手のススメ」についてお伝えします。
　人の話を聴くということは、聞き流すのでは
なく、心を込め身を入れて話し手と向き合うこ
とです。自分が他のことに夢中になっている時
や、心が他にある時は、相手の話が右から左へ
素通りしてしまいます。相手と真剣に向き合う
ことで、同じ話を聴いても「そうだったのか…」
と心に響いたという経験は誰にでもあるかと思
います。
　現代社会では仕事、家事、育児、介護など、
誰もがストレスや悩みの多い毎日です。しかし
その悩みを誰かに話し、それを聴いてもらえた
ら、少し楽になるかもしれません。
　また「聴き上手」は良好な人間関係を築く基
本とも言えます。参考として、聴き上手な人が
実践している９つの心がけを紹介します。
①相手に顔を向けて話を聴く　②適度に相づち

を打つ　③同意する　④細部をほめる　⑤相手

の謙遜を否定する　⑥相手の話に戻す　⑦聞か

れた質問を相手にも同様に返す　⑧質問をさら

に掘り下げ、話題を広げる　⑨相手の言ったこ

とを復唱する

　いかがですか？
　いざ改まって向き合い「さあ話を聴くよ」と
いう時もありますが、意気込まず「あなたを受
け入れますよ」という姿勢で、普段から自然体
で相手の話を聴くよう心掛けていくことが良い
ようです。
　聴き上手な人が近くにいてくれると、一人で
悩まず、落ち込まず、引きこもらずに済み、救
われる人がいるはずです。
　３月は、いろいろな節目の時期で、悩みや問
題を抱える人も多くなります。どうか身近な人
の話し相手として、聴き上手になって下さい。

（保健師・一瀬礼子）

「聴き上手のススメ」

健診や予防接種等の日程をお知らせします。
日時、会場等をご確認のうえ、お出かけ下さい。
いきいき健康課☎０５５６-３２-２１１４
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■対象日に都合がつかない方は、いきいき健康課
子育て支援係までご連絡下さい。

■□■４カ月児・７カ月児健診
【とき・場所】３/ ５㈫ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対象】平成 24 年８月、11 月の出生児
【持ち物】母子健康手帳、バスタオル

■□■ 10 カ月児・13 カ月児健診
【とき・場所】３/21 ㈭ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対象】平成 24 年２月、５月の出生児
【持ち物】母子健康手帳、バスタオル

■□■３歳児健診 ⇨ 三珠・市川地区の方対象
【とき・場所】３/ ７㈭  市川大門町民会館
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対象】平成 21 年 11 月～平成 22 年１月の出生児
【持ち物】母子健康手帳、問診票、尿スティック、普段

使用の歯ブラシ
■□■六郷地区幼児健診

【とき・場所】３/13 ㈬ 六郷ふれあいセンター
 １歳６カ月児・３歳児 ⇨ 午後１時～１時 30 分
 ５歳児 ⇨ 午後１時 30 分～
 １歳６カ月児 ⇨ 平成 23 年７～９月の出生児
 ３歳児 ⇨ 平成 21 年 11 月～平成 22 年１月の出生児
 ５歳児 ⇨ 平成 20 年２～４月１日の出生児

【持ち物】母子健康手帳、問診表、普段使用の歯ブラシ、
尿スティック（３歳児のみ）

～　乳児・幼児健診　～

〜子育ての楽しさや悩みを話し合ってみませんか〜

【日時】３月 15 日 ㈮ 午後１時 30 分～　　
【場所】市川大門町民会館１階和室　
【対象】出生５カ月までの児とその母親
【内容】乳児と母親の健康チェック
【持ち物】母子手帳、バスタオル

～ リリース教室 ～

【

対

象

】

【
受
付
】

※場所はいずれの回も市川大門町民会館
■３回目　３/ １㈮　午後１時 30 分～

【内容】お産の時の呼吸法、お産のリハーサル　他
【持ち物】母子健康手帳、１回目で使用したテキスト

■４回目　３/15 ㈮　午後１時 30 分～
【内容】子どもの育て方（沐浴指導、オムツの当て方）
【場所】市川大門町民会館１階和室
【持ち物】母子健康手帳、１回目で使用したテキスト

～　母親学級　～

～ 市川三郷こころの相談ダイヤル ～
☎ 0556-32-1300

（いきいき健康課内　平日 9:00 ～ 16:00）
　ひとりで悩まないで、

こころの苦しみを相談してみませんか？


